
古 代 中 国の言語 禁 則 とその社 会 的コンテクスト
・一 『礼記』言語規範の研究一

彰 国 躍

1.は じめ に

『礼記 』(前3世 紀)は 古代 中国 社 会の行 動 規 範や 倫 理 規 定 に関す る最も古

い経 典 の一つ である。その中 には言語 表 現や 言 語 行 動などに関す る規 定も多く

含 まれ ている。 言語 学 の立 場か ら見ると、 『礼 記』 には音韻 や 文 法 など言 語構

造 に関す る記 述 が少ない一 方 、語 用 論 的 、社 会 言 語 学的 制約 に関す るものが

たいへ ん豊 富 である。とくに言 語 行 動 の倫理 基 準 、礼 にか なう言 語 表 現 の範 例

などが細か く記 され ている。 『礼記 』は 、古 代 中国 にお けることばと社 会 の関係

を理解 す る上 で欠 かせ ない貴 重な資料 だ と言 える。

近 年 語 用論 研 究 にお いて、ポライトネス(politeness)現 象 に関す る多 くの理 論

が現 れ てい る。 ポ ライトネスの普 遍 性 を見 据 えたBrown&Levinson

(1978,1987)の メンツ理 論やLeech(1983)の 丁 寧さの原 理などがその代 表 的なもの

と言 える。 ポライトネスの普遍 理 論 は,言 語 の普遍 性 に着 目す る以 上 、 異 なる

言 語 にも適 用 し、言 語 の通 時 的変 化 にも耐 え得るような汎 用性 を持 っていなけれ

ばならない。『礼記 』言語 規 範 の研 究 は 、古代 中 国語 にお けるポライトネス現 象

の実 態を明 らか にす るだけでなく、特 定の言 語 や 時代 を越 えたポライトネスの普

遍性 の探 究にお いても重 要な意 義 を持 っ ので はないか と思 う。

『礼 記』は 倫理 規 範 に関す る書 物 のため 、 その記 述 の多く,た とえば 「言語

之美 、穆 穆 皇 皇 」(少 儀 第 十 七p529-530)、 「恒 言不 称 老 」(曲 礼 上 第 一p19)

などのような言 明は文 法上 平 叙 文であっても、礼の規 範 を示 す というテクストの制

約 によか 一種 の倫 理 命 法 として機 能 し、 「(君子 の)こ とば は穏 やか で 、丁 寧 で

あるべ き」、 「常 々 自分 を老と称 してはならない」などのように一一種 の擬 似命 令 と
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して解 釈 す ることがで きる。 ここでは ことば の倫 理 命 法 に関す る否 定 的 言 明 を

「禁 則 」 と呼ぶ ことにする。

本 稿 は主 に 『礼記 』の 中の言 語 現象 にかかわる禁 則事 項 につ いて考 察を行

う。『礼記 』は礼 に関する理 論 的研 究書 というより、 日常 生活 にお ける礼 の実践

的教 本 のような性 格 を持 っている。そのため 、礼 にかなう言 語 行 動 につ いても、

す べて抽 象 的 、肯定 的な原理 として述 べるので はなく、その 多くは実践 上の拘

束 力を持 っ 否 定 的な表 現 によって述 べ られ ている。 「Aのコンテクストで はBを し

てはならない」 という否 定 的命 法 は 、 禁 止 対象 が はっきり限 定 され るため、 「A

のコンテクストではBを しなけれ ばならない」という肯 定的な命 法 に比 べ て、言語

行 動 にお いて最 低 限 犯してはならない倫 理 基準 が はっきり示 され 、禁則 に従 わ

なけれ ば 失 礼 または 無 礼 とみ なされ 、 倫 理 的 に問題 が生 じるという明確 なメッ

セー ジがこめられ ている。

本研 究 は 、『礼 記』にお ける言 語 禁則 を考 察 することにより古代 中国社 会 にお

ける言語 規 範 の実態 、その語 用論 的 、社 会 言語 学 的制 約 条件 お よびその背 後

にある一般 原理 ・原則 などにつ いて論 証したいと思 う。

2.『礼記 』 言語 禁 則 の概 観

『礼記 』の 中で 、ことば に関す る禁則 項 目は全 部 で78例 ある。 その内 わけに

つ いて、 大 きく言語 行 為 の禁則 、言 語 随伴 要素 の禁則 、話題 内容 の禁則 の3

つ に分 けることができる。 言 語 行為 の禁 則 の 中には,「 質 問,呼 称,非 難,命

名 、 発語 、 挨 拶 、 諌 言 、 賞賛 、 諺名 、 命 令 、 弁 明 、 祈 願 、 諌 言 」という

13種 類 の行 為 に関す るものが含 まれ る。これ らの言語 行 為 のほとんどは現在 中

国人 の言語 生活 にお いても行 なわれ ているが、その内 の 「誰 名 」、「諌 言 」、「諌

言 」だけは いまではもう行なわれなくなった。 少なくとも現 代 中 国社 会で は独 立

した言 語行 為 として認 識 されなくなった。言 語 随伴 要素 の禁 則 はおもに話者 の態

度 、発話 順 番 、声 量 および発 話 参 与者 間 の距 離 に関す るものである。 話 題 内

容 に関す る禁 則 は おもに場 面や 話 者 の身 分 との 関係 で 規 定されたもの である。

禁則 が及 んだ領域 と項 目数 は次 の通 りである。

言 語行 動 の禁則(54):

質 問(10)呼 称(9)非 難(6)命 名(5)発 語(5)挨 拶(4)諌 言(4)
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賞 賛(4)誰 名(3)命 令(1)弁 明(1)祈 願(D諌 言(1)

言 語 随 伴要 素 の禁 則(15);

態度(6)順 位(5)声 量(2)距 離(2)

話題 内 容の禁則(9)

以下そのすべての禁則 項 目を提示し、その成 立の根拠と社会的 、文化的背

景について分析する。

3.言語行為の禁則

3.1.質 問行為の禁則

『礼記』 において質 問発話行為の禁則 事項 は全部で10例 あったが、2例 は

質問行為一般 に関する禁則で、8例 は具体的な質問に関する禁則 である。 ま

ず質問行為そのものに関する禁則を見てみよう。

禁則1:君 子於其所尊弗敢質。(君 子は尊敬する相手に対 して鷹接 に問いかけるようなことはしな

い)(聰 義第四十八p946)

問いかけという発話行為は、 相手に対して答える義務 を課し,負 担を強いる

と同時に、質問者側が話題選択や 談話進行 の主導権を握るという意味で、本質

的に相手 にとって失礼な言語行為である。禁則1は 問いかけ発話行為が持つ本

来の無礼さを避けるために、尊敬すべき人に対しては問いかけ行為そのものを

してはならないと規定している。礼を守り立派な人間 「君子」になろうとする者は

最低 限このような倫理規定を心得ることが要求される。

禁則2=三 年之喪… 封而不問。(三 年の喪にお いては… 人の問いには答えてもiみ ずから問うこ

とはしない)(雑 記 上第 二十一一一p634)

禁則2も 質問行為そのものに対する禁則であるが、 禁則1と 違う点は、 相手

との人間関係 に対する配慮 ではなく、喪中という状況コンテクストに対する配慮で

ある。喪の期間中に人に問いかけたりするような積極的な言語行動 は、親 を亡

くした悲しみの感情にそぐわず、孝の礼をわきまえないという意味で倫理的に問
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題があるとされたのであろう。

次に具体的な質問内容にかかわる禁則を見てみよう。

禁則3弔 喪弗能眸 、不問其所費。(弔 問にいっても財を贈ることができない場合は葬式の費用に

っいて訊ねたりしない)(曲 礼上第一p43)

禁則4問 疾 弗能遺、不 問其所欲。(病 人を見舞って物を贈ることのできない場合 は、ほしいもの

などについて聞かない)(曲 礼上第一X43)

禁則5.見 人弗能館、不問其所 舎。(よそから来た人に、わが家 に泊めることのできない場合は宿

について訊 ねない)(曲 礼上第一一p43)

この3つ の禁 則 は、 異 なる場 面での発 話 に関するものだが 、 「相 手 が困って

いそうな状 況 」と 「自分 にはそ の手助 けができそうにない」という二つ のコンテク

スト条 件 にお いて共 通 点を持 っている。 これ らの規 定の裏 には 、 相 手 の困った

ことにつ いてたず ねるとい うことは、 単 なる質 問行 為 で はなく、 質 問 者 が助 けを

提 供す る用 意があるという意志 表 明でもあり、その手 助 けを暗 に約 束す るという発

話 媒 介 行為(perlocutionaryact)と して機 能 す ることを示 唆 したもの である。

つまりこのような質 問 発話 行 為が遂 行 すれ ば 、 発 話 者 の行動 がそれ によって拘

束 され 、助 けを提 供 す る行 為そのものが実 際伴 わなけれ ばならないということで

ある。 「出費 、 ほしいもの 、 宿 」 に関す る質 問行 為 が持 つ約 束 の効 力は 、 遂

行動 詞 による約 束の発 話 行 為 ほど直接 ではないが 、発 話 媒介 行 為として 自分 が

現 状 の改 善 に寄与 したいという間接 的な約 束 の効 力 を持 っている。 禁則3～5

は 、助 ける意志 または能 力 がないのにこのような質 問をす ると、相 手 にかなわ ぬ

期待 をさせ 、不 誠 実な約 束 をしてしまうことを戒 め 、君子 は 自分 の発話 行 為 の背

後 にある媒 介的効 力まで心を配る必 要があるという倫 理規範 を示 したものである。

『礼記 』の 中でこのような発 話 媒 介行 為 としての約 束 効 力を肯 定 的 に述 べ たのは

次 の規 定 である。

君子問人之寒 、則衣之、問人之飢則食之。(君 子は、人に寒さを問えば実際に着る物を与え、人

に飢えを問えば実際 に食物を与える)(表 記第三十p831-832)

コンテクスト条 件 が整 え ば質 問行 為そのものが約 束行 為 の一つ として成 り立っ

ことをはっきり示 している。
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物 を贈 る時 に相 手 にほしいものをたず ね ることは 、最 初か ら相 手 に 、遠 慮 して

辞 退す るか安 価 なものを選 ぶ機 会 を与 えてしまうことになるので 、そうすることは

プレゼ ントす る誠 意 がなく、不 親 切 だと解 釈 され る可 能性 がある。 禁則6は 、相

手 にほ しい物 を訊 ねることは 、相 手 が遠 慮 することを見越 した不誠 実な贈与 行 為

として捉 え、 戒 めたもの であろう。

禁則6與 人者 、不問其所欲,(人 に物を与えるのに(自 分でその品を決めず に)欲 しいか」な

どと訊かない)(曲 礼上第一一一p43)

質 問 行 為 につ いて、禁則7は 相 手が 自分 よりずっと目上であるという人 間 関係

と、年 齢 を訊ね るという質問 内 容 により、禁則8は 道 で出 会うという発話 場 面 と、

行 く先を訊 ねるという質 問 内容 によってそれ ぞれ 制約 され るが 、禁 則gは 相手 が

女性 という性 別 属性 と病 名を訊 ね るという質 問 内容 によって制約 される。この3つ

の禁則 は基本 的 に 目上や 女性 に対 してプライベ ー トのことにつ いていろいろ訊 ね

ることは礼 に反 するという共 通 の認 識 に基 づ いている。

禁則7.尊 長於巳鍮等 、不敢問其年。(目 上 の人で 自分よりずっと年上の人に対して、その年齢

を訊 いてはならない)(少 儀第十 七p526)

禁則8遇 於道 、 見則 面、不請所 之。(道 で(目 上の)人 に行き合い、その人が 自分を見たら、

こちらから近 づいて挨拶をするが、行く先を訊いたりはしない)(少 儀 第十 七p526-527)

禁則g婦 人疾 、 問之不問其疾。(婦 人が病気のときは、 男はこれを見舞っても病名などは問わ

ない)(坊 記第三十r...)

禁則10は 、家族内においても男女や上 下関係 の秩序をわきまえ、倫理上疑

いをかけられるような言動を慎むように規定したものである。

禁i則10:捜 叔 不通問。(弟 と兄嫁とは互いに安 否を問わない)(曲 礼上第一p30)

これまで提示 した質問行為の禁則 だけでも分かるように、『礼記』の言語禁則

は人間関係や場面、話題など極めて具体的なコンテクスト情報を備えたものであ

る。 この特徴は後ほどの分析で明らかなように 『礼記』言語規範全体の特徴と

も言えるa
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3.2.呼 称行為の禁則

『礼記』における呼称行為の禁則 は全部で9例 あるが、それを他称に関する

ものと自称に関するものの2種 類に分けることができる。そして他称 に関してはお

もに他者の本名を呼ぶことに関する禁則規定である。

3.2.1.他 称

古代 中国 では人 の本名 を神 聖 化す る習 慣 があるため、人 の本名 を呼ぶ ことは

その人 に対す る失 礼な行為 と見なされる。禁 則11は 相 手 が諸 侯 国 の君 主という

高 い身 分であれ ば 、 他 人 がその人 の本名 を呼んでは ならないと規 定 している。

禁則ll=諸 侯不生名。(諸 侯については、生 存中にその名を(他 人が)呼 ぶことはない)(曲 礼下

第二p70)

ここでは諸侯という社会的身分属性が本名による呼称行為を制約する重要な関

数要 素として取り上げている。しかし『礼記』では禁則11の すぐ後に次のような

禁則解除の条件を提示している。

君子不親悪 、諸侯失地名、滅同姓名。(君 子は悪事をなす者 には好意を持たないので、諸侯でも

(政治を誤って)国 を失った者、また同姓の国を滅ぼした者 に対 してはその名を呼ぶ)(曲 礼下第二p70)

これ により本 名 を呼 ぶかどうか は、単 純 に社会 的 身 分の 高さだけで 決まるわけ

ではなく、 その人 が諸侯 としての徳 を備 えているかどうか という善悪 判 断 、 一 種

の倫 理 的 基 準が存 在 することが分 かる。

一 般 的 に 目上の人 が 目下を呼ぶ 場 合 に、その相 手 が成 人 であれ ば本 名 を避

け、 字(あ ざな)で 呼ぶ ことになっている。 しか し、 次 の禁 則12、13、14を

見ると分かるように、 目上が 目下を呼 ぶ場 合 でも、 上 下 関係 の度合 い によって

さらに条 件 付 けられている。 つ まり、相 手 が 目下 でも比 較 的年 上 や 上位 の者 に

対 しては本 名 を呼 ばないことになっている。

禁則12:国 君不名卿 老世婦。(国 君は上卿と世婦に対しては本名を呼ばない)(曲 礼下第一一p55)

禁則13:大 夫不名世臣姪 悌。(大 夫は家の世臣と姪嫌に対しては本名を呼 ばない)(曲 礼下第二

P55)
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禁則14・ 士不名家相長妾、(士 は家の用 人と長 妾に対しては本名を呼ばない)(曲 礼下第二p55)

古 代 中 国で は死者 を神 格 化 し、神 としてあがめる習慣 がある。禁則15が 示 す

ように人 が 亡くなれ ば その 人を本 名 で呼 ぶことは 礼 に反 す ることである。禁則15

から 『礼記』の言 語 規 定 は、聖 なる存 在 に対 するいわゆる対神言 語 行動 にも及

んでいるので 、Brown&Levinson(1987)やLeech(1983)が 主 張 した相

手のメンツや損 得 への配 慮 という対 人 言語 行動 の枠 組 み だけでは十 分 に説 明 で

きないものである。

禁則15:於 膓称陽童某甫、 不名神也。(死 者に対しては 「陽童の某甫」と称し、神を名で呼んで

はならない)(雑 記 上第二十p614-615)

3.z2.自 称 表 現

自称 表現 に関 する禁則 は4例 しか現 れ ていない。 禁則16と17は 自分のこと

を 「老 」 と称 してはならないと規 定 しているが 、 禁 則16は 一般 的状 況を指 し、

禁則17は 親 が健 在 であるというコンテクスト条 件を付 加 している。 この2つ の禁

則 の背後 には年 齢 に 関する価 値 観 、「年 齢 が 高いほど価 値 が 上位 である」とい

う 「長 老尊 重 」の社 会意 識 が反 映 され ている。 このような価 値観 を持 つ 社会 で

は 自分を 「老 ～」 と称 するのは尊 大 行為 であり、 「小 ～」 と称 するの は謙遜 行

為 である。 相 手 を 「老 ～ 」と称 し、 自己を 「小」と称 す ることは 中国 文 化 にお

けるポライトネスの 基本原 則 の一 つ で 、近 現代 中国語 にも通 じる現象 である。(彰

2000aを 参 照)

禁則161恒 書不称老。(常 々人と話す際に自分を老と称して先輩ぶるようなことはしない)(曲 礼上

第一P19)

禁則17:子 云,父 母在不称 老,書 孝不言慈。(孔 子が言った,「父母の有る間は(そ のそばで自

分のことを)老 と言わず,孝 とは言っても慈とは言わない」(坊記第三十p799)

禁 則18と19は 、 諸侯 以 下の息子 は天 子の太 子 が使 う自称 詞 「余 小子 」を

大夫 以 下の 息子 は 諸侯 の太 子 が使 う自称 詞 「嗣 子 」をそれぞ れ使 ってはならな

いと規 定 している。 このことか ら 「余 小子 」、 「嗣子 」のような謙譲 的 自称詞 の使

用も、 社 会 的身 分 によって厳 しく制約 されることが明 らか である。
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禁則18:君 大夫之子 、不敢 自称日余小子,(君 主の子や大夫の子は、自分をさして余小子とは言

わない)(曲 礼下第二p55)

禁則19=大 夫士之子、不敢 自称 日嗣子某。(大 夫や士の子は、自分をさして嗣子だれそれとは言

わない)(曲 礼下第二p55)

3.3.非 難行 為 の禁 則

怒 りは心 理 的現象 で感 情 の一 種 であると同 時 に、 それ が表 情や ことば の上

で表現 される場 合 には 、 意識 的な行 動や 態度 の一 つ として現 れる。 怒 りの態

度 がことば によって表 出され る場 合 に取 られる言 語 行 為 が非 難 行 為である。 叱

責 、 のの しり、 悪 口などを含 めた非難 行 為 の遂 行 はその 場 にお けるさまざまな

社 会 的 コンテクストの制約 を受 ける。 禁則20で は 、 たとえ犬 に対す るもので

あっても客 の前で はそれを叱 ったりす ることが礼 に反 する行 為として規 定 され て

いる。

禁則20=尊 客之前 、不叱狗。(尊 客の前では、 犬にも叱責を浴びせてはならない)(曲 礼上第一

p?7}

禁 則21と22は 、 非難 行 為 の回避 とそのコンテ クスト条件 、 回避 理 由 につい

て言 及 している。禁 則21は とくに親 が病 気 の時 というコンテクスト条 件を提 示 し、

禁則22は 人 へ の非難 はいず れ 他 人からの非 難を招 き、場 合 により自分 の親 や

先祖 まで非 難 にさらされるという親 不孝 の事態 を招 きかねないという理 由付 けをし

ている。 これ らの禁 則 は親 不 孝なことをしてはならないというより大 きな倫 理 意識

によって支 えられている。

禁則21=父 母 有疾 … 怒不至署。(父母が病気になったら、… 腹を立てても人をののしるほどには怒

らない)(曲 礼上第一p37)

禁則22=壷 出言而不敢忘父母 、是故悪言不 出於 口、 忽言不反於身。(ひ と言出す にも父母を忘

れないから、他 人の悪 口など口に出すことがなく、そのために他人の恨む言葉 が身に返っ

てくることがなく、 わが身に恥辱 の及ぶことがない)(祭 義第二十 四p723)

禁 則23は 一 般 的 に人 の悪 口をしてはならないと規 定し、禁 則24と25は 人 に

対 してだけでなく、人の財 産 とくに人が大 切 にしているものに対 しても悪 口を言っ
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てはならないと規 定 している。

禁則23:不 筍砦。(か ろがうしく人の悪 口を言わない)(曲 礼上第一p20)

禁則24.不 砦重器。(人 の大切にしている宝器の悪 口はしない)(少 儀 第十 七p525--526)

禁則25:不 度 民械。(人 の家の器 具類を数えたてるようなことはしない)(少 儀第十 七p525-526)

3.4.命 名行為の禁則

命名行為は言語行為の一つであるが,ここでの禁則 は主に名をっける時に避

けなければならない表現や命名行為そのものを回避するコンテクスト条件等に関

するものである。 禁則26と27は 異なる文脈での同一内容のものだが、大夫や

士の子供には諸侯の子供と同じ名をつけてはならないという命名行 為に対する社

会的身分 による制約を示したものである。

禁則26:不 敢與世子 同名。((大 夫や士の子は)君 の世子と同名にしない)(曲 礼下第二p55)

禁則27=大 夫士之子,不 敢與世子同名。(大 夫や士の子は、国君の世子と同名にしない)(内 則

第十二p449)

一般的に名 は親によって付けられるが
、古代 中国では、自分の名を大切 にす

ることは親に対する孝行 の一つである。禁則28は 親が付けてくれた名を親の意

志なくして変えてはならないという孝の礼に基 づく改名禁則 と言える。

禁則28=君 子 巳孤、不更名。(君 子は既 に父をなくてしからは、 自分の名を改めない)(曲 礼下第

二P57)

古代中国では死後誰(お くりな)を 付けられる者はかなり身分の高い人に限ら

れる。 禁則29で は父の死後、その子が自分の身分が上がったからといって父

に言盆名を付けてはならないと規定している。つ まり論の名命には生前の身分に応

じなければならないという身分制約 が課せられている。

禁則291(君 子)巳 孤暴貴、 不為父作誰。((君 子 は)父 を亡くしてから、ある時にわかに貴い地

位を得ても、 父に誰号を作ることはしない)(曲 礼下第二p57)
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次の禁則30は 命名 上の一般的なタブーを示したものだが、このような規定か

ら、古代中国社会では対人言語行動 に限らず 、鬼神や天地 自然などに対する

畏敬や社会生活での一般的ルールも礼規範の一部として捉えられていたことが分

かる。

禁則30:凡 名子 、不以 日月、不以国、 不以隠疾。(お よそ子 に名をつけるには,日 や月(の 干

7
支)を 用いず 、国の名を用いず、 身体の、人に知られないあざやきずを用いない)(内

則第十 二p449)

3.5.発 語 行 為 の禁 則

発 語 行 為(locutionaryact)は 、 表現 内容 を通 してある一 定 の字義 的 意 味

を伝 えるだ けでなく、 話の 内容 いかん にかかわ らず 、発 語 行為 自体もある種 の

意 図されない意 味や 価 値 情報 を持 つ ことがある。古代 中 国社 会 ではコンテクスト

により発 言 す ること自体が礼 にそむ くものとしてみなされることがある。 禁則31、

32は 喪 中 にお いて言 語行 動 そのものを控 えるように規 定 したものである。人が悲

しむとお のず と口数 が少 なくなる。これ は現代 社 会 にも通 じる人 間 の一般 的な心

情と言 える。 しか し、 それ が倫 理 規 定 として定 められ 、 しかも3年 間も人 と話 し

をしてはならないという規 定 は 、当時 の儒 教社 会 の時代 的特徴 、死 者 に対す る

哀悼 の仕 方や 時 間の捉 え方などを色濃 く反 映 している。 当時の社会 でこの規 定

がどの程度 守 られていたかは 定かで はないが 、 少なくとも当時の正 統 な儒 教 的

価値 観や 言語 行 動 の規 範 意識 として、このような認識 があったことは確 かである。

禁則31.三 年之喪、 言而不語。(三 年 の喪にお いては、 口は利いても人と談論はしない)(雑 記

上第二十一p634)

禁則32=三 年之喪、君不言。(三 年の喪においては、君主は物を言わない。)(喪 服 四制第 四十

九p958-959)

禁 則33と34は 、 基本 的 に同 じ禁則 の繰 り返 しであるが、 喪 中というコンテク

ストにお いて、 「斬 衰 、 齊衰 、 大功 、 小功 」など喪期 が遠 くなるにつれr言 語

行 動 においても 「唯(簡 単 に応 答 す る)、 封(ち ゃんと答 える)、 言(自 ら発 言

す る)、 議(議 論す る)」 などと口数 を増 や していくことが分 り、 社 会 的コンテク

ストと口数 との対 応 関係 をはっきり示 している。
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禁則33:斬 衰,唯 而不封。 齊衰 、封 而不言。 大功、 言 而不議。 小功繕麻、 議而不及樂。 此

哀 之髄於言語者也。(服 喪の最初のころ、斬衰 の人は、人 に対して 「はい」と受け

答えするだけで、言葉を出さず、 斉衰の人は、 人に対 して言葉で答えるが、 自分のほう

から発書せず 、大功の人は、人と会話 はするが議論はせず、小功と?麻の人は議論はす

るが、歓楽の事を話題にしない。この差異は心中の悲哀の大小が雷語 に表れたものであ

る〉(間 伝第三十七p877)

禁則34:礼 、斬衰之喪、唯 而不封。 再齊衰之喪、 封而不言。 大功之喪、書 而不議。 細小功

之喪、 議而 不及樂。 此哀之髄於言語者也。(礼 法として 「斬褒の喪 については、 人に

答えて唯というのみで、それ以 上は雷わない。斉衰の喪 においては、簡単に受 け答えす

るのみで、 長くは書わない。 大功の喪においては、 長く言うとしても議論 にはわたらな

い。?、 小功の喪 においては、 議論 はしても談 笑しない」とある。)(喪 服四制第四十九

p958-959)

禁則35は 実行の伴わない言語表現を避けるように規定したものである。

禁則351可 醤不可行、君子 弗書也。(言 っても行い得ないようなことを君子は書わない)(緬 衣第三

十三p839-840)

3.6.挨 拶行為の禁則

一般的に
、人に挨拶 されたら挨 拶を返すのが礼であるが、禁則36で は特定

のコンテクストにおける例外現象 として、君主がずっと目下の身分の者 に挨拶さ

れた場合には、答拝する必要はないと規 定している。 禁則37は 臣下に慶事が

ある場合それには君主の祝福がない限りほかの人が祝賀に訪れてはならないと規

定している。この二つの禁則 は古代 中国社 会におけるきびしい身 分社会の秩序

観を表している。

禁則36:君 於 士不答拝也。(君 公は、士の身分 の(わ が)臣 には答拝しない)(曲 礼 下第二p61)

禁則37:有 慶 、非君賜不賀。(臣 下の家に何か慶事があっても、君主から下され物 があったという

のでなければ 、他人は祝賀 にゆかない)(玉 藻第十三p476--477)

禁則38は 大夫が君主に対する拝礼の仕方に関するもので、君主が直接答礼

しないように大夫がいろいろ配慮する必要があることを説 いている。
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禁則38:大 夫有献、 弗親君有賜、 不面舞、 為君之答已也。(大 夫は、 君公に物を献上す ると

き、 自身はゆかず 、 君公から使者があって物を賜るとき、 自身が君公にまみえて拝謝す

ることはしない。もし拝礼すると君公が大央 に答礼することになるからである)(郊 特牲第十

一p393)

禁則39は 国を出た者が国君に挨拶する場合の条件について規定し、その条

件を満たさないものは挨拶しないように規定している。

禁則391去 国三世、爵禄無列於朝、出入無詔於国。(卿 大夫たる者が国を去って他国へゆき、そ

この人になって三世を経たのち、本国に爵禄を受ける親戚がなければ、それとの交際で本

国に出入りしても、 国君に挨 拶は通じない〉(曲 礼下第二p56)

3.7.諌 言行 為 の禁則

諌 言行 為 とは、臣 が君 に対 して、または子 が父 に対 して、その言 行 の過 ちを

指 摘 し、直す ように提 言 す ることである。諌 言 行為 は発 話 参 与者 の身 分 条件 を

付加 した一 種 の忠 告発 話 行為 とも言 える。諌 言行 為 に関する禁 則(40～43)は す

べて礼儀 正 しい諌 め方 に関するものである。 諌 言 す る時 にお ごるような態 度 を

取 ったり、 相 手の過 去 の過 ちを述 べ 立てたり、 そしったり、 そしてあからさまに

諌 めたりするようなことはす べ て礼 に反 する行 為 として規 定され ている。このような

規 定か ら 『礼記』は 臣 下の諌 言行 為 を推奨 す る一 方 、君 臣 、父 子 、上 下の秩

序 を乱 さないよう一 定の歯 止 めをかけたことが分かる。

禁則40:為 人臣下者、… 諌而無騎。(人 の臣たる者は、… 諌めても,君 におごることはしない)(少

儀第十七p529-530)

禁則41=子 日、事君欲諌不欲陳。(孔 子が言った、 「君主に仕えるには,君 主の過失を諌めるこ

とに心がけるべきで、 過去を述べ立てるのではない。」)(表 記第三十二p826-827)

禁則42:為 人臣下者 、有諌 而無拙(人 の臣たる者 は、君を諌めても、そしることは無い)(少 儀

第十七p529-530)

禁則43二 為人臣之礼、不顕諌。(人 の臣たる者の礼として、君の過ちを顕 には諌めない)(曲 礼下

第二P70)

3.8.賞 賛 行 為 の禁 則
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Leech(1983)に よれ ば 、 是 認 の原則(他 者 へ の賞 賛を最 大 限 にし、 非難iを

最 小 限 にする)は ポライトネスの基 本 的原 則 の 一つ である。 この原 則 は 古代 中

国社 会 にお いても適 用 される。特 に君 主と臣 下のような上 下関係 がはっきりする

場 合 、下位 者 が上位 者 に対 して賞 賛行 為 を通 して礼 儀 正 しく振 舞 っていたと見

られる。 しかし,儒 教 の倫 理観 に基 づ けば 、下位 者が上位 者をとにか く誉 めれ

ば礼 にか なうというわ けではなく、賞賛 行 為 におい ても一 定の節 度 を保 っことが

求 められ る。 『礼 記』の禁 則44～47は む しろ行 過 ぎた賞 賛 行為 を非 礼行 為 の

一 つ として捉 え
、 けん制 したものである。

禁則44:礼 不妄説 人、不辞費。(礼 はただ態度を恭敬にして人をいい気持ちにさせることではなく、

おせじを並べて人に取り入れることでもない)(曲 礼上第 一p13)

禁則45:為 人臣 下者 、… 順而無諮。(人 の臣たる者は、… 褒めても,へ つらうことはない}(少 儀

第十七p529-530)

禁則46.子 日,事 君 … 不尚辞。(孔 子が書った,「 君主に仕えるには,… 巧い言葉を並べない」)

(表記第三i三十二p826-827)

禁則471子 臼,君 子不以 口警人。(孔 子が書 った,「 ただ 口先だけで人を褒めることはない」)(表

記第三十二p831-832)

3.9.誰 名行為の禁則

誰名行為は古代中国社会においてかなり制度化,慣 習化されていたと見られ

る。 緯名 は名(本 名)を 尊ぶ習慣から生まれたもので,そ の使用は主に先祖

や 目上の人に対して敬意を表すためである。その意味で誰名行為も対人関係 に

おいて待遇的な効力を持っている。誰名 は名を尊ぶという点では本名に対する

呼称禁則 に通じるところがある。 しかし,諌 名 はさらに進んで相手の本名 と同じ

発音または同じ表記の表現まで避けることを要求する。

ところが,あ る特定の人物の名前 と同じ発音や 表記 を避 けることは現 実の言

語生活の中では決してたやすいことではない。誰名はもともと名を言うことに対す

る禁則なので,以 下の禁則48～50は 諌名の禁則 に対する禁則解 除の条件を

提示したものと言える。諜名行為の行き過ぎを規制し,名 を忌 まなくても失礼に

ならない特例コンテクストを設けた。 『礼記』の規定から,誰 名行為が当時社

会生活にさまざまな不便や支障をきたすほど頻繁に行なわれていたことが想像で

きる。
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禁則48:禮 不諺嫌名、 二名不偏誰。(礼 として嫌 名(父 母の名 にまぎらわしい名)は 忌まず、 父

母 の名が二名(二 字で表す名)で あれば、一宇ず つ忌むということはしない)(曲 礼上第

一一一p47)

禁則49;二 名不偏諺。(二 字で書く名については、その一字 ずつを講 むことをしない)(檀 弓下第

四P169)

禁則50:於 大夫所、 有公講 、無私緯。 凡祭不諌、廟 中不韓、 教学臨文不誰。(士 は大夫の前

で物 を言うとき、君公の父祖 の名は譲むが、わが父祖は誰 まない。一般に、祭礼廟 中、

学 問、 文章の読み書きにお いては、 何人の名も諦まない)(玉 藻第十三p472-473)

誰名という言語行為は現在ではすでに行なわれなくなったが、ある時期にあた

りまえのように行なわれていた言語行為が時代の推移 により行為そのものが消え

てしまうことがあるということも、言語行為の通時論的な観点から見てたいへん興

味深い現象である。

3.10.命 令 行 為 の禁 則

『礼記 』」には 命令行 為 に関する禁則 は1例 しか現 れていない。 禁則51は 人

に物 を与 える場合 には 、 たとえその人 が 目下の人 間 であっても 「取りに来なさ

い」などと命 令 してはならないとしている。これ は人 に物を贈 るという親 切 な行 為

と人 に足労 をかけるという行 為賦 課 型 行 為 が競 合 す る場 合 、 前 者 を優 先 させ 、

上 下 関係 にこだ わらず 、 自らまたは使 者 を遣 わして送 るなりして誠 意を示 す こと

が礼儀 だ ということを意 味 している。

禁則51:賜 人者、不日来取。(下 の人に物を与えるとき(自 分で出してやらずに)「取りにきたまえ」

などと言わない)(曲 礼上第一p43)

3.11.弁 明行 為 の禁則

孔 子 は 「父母 在 不遠 遊 」(父 母 がいる間 は遠 くへ旅 をしない)と 言 うが,古 代

中 国で は親 のもとを去り、 先祖 の 土地 を離れ ることは不 肖者 と見 られ ることがあ

る。大 夫や 士 の身分 の者 が君 主 に追放 され 国 を立ち退く時 にはなお さら不名 誉

なことになる。禁則52は このようなことに遭 遇 する場 合 、あれ これ と弁 明す ること

は 一種 の非 礼行 為 として捉 えられていたことを示 している。
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禁則52・ 大夫士去国,… 不説 人以無罪。(大 夫や士が国を立ち退くときは… 人に対 して,わ が身

に罪は無いのに国を出ることになったというような弁 解をしない)(曲 礼下第二p60)

3.12.祈 願 行 為 の禁則

禁則53は 目下の者 が 目上 の者 に対 して 自分 がしたいことを申し出 ようとす る場

合 、 その願 いが 相手 へ の接 近 につながることは 申し出 てもよいが,相 手か ら離

れることは みず から言うのではなく、 目上 の指 示 を待 っことが 礼儀 だということを

説 いている。

禁則531請 見不請退。(目 上の人には,お 目にかかりたいとは請うが ,お 暇 申したいとは言 わ

ない)(少 儀 第十 七p528)

3.13.諌 言行為の禁則

諌言は身分の高いものが身分の低 い故人に対してその生前の功績を称える言

語行 為である。禁則54は 諌書行為 における社会的身分制約、つまり身分の低

い者は身分の高い者に対して諌を述べることは礼にそぐわないということを規定し

たものである。現代 中国社会でも故人を称えるという現象はあるが、上 下関係が

はっきりした一つの儀式としての 「諌言」発話行為そのものはもはや存在しなく

なった。

禁則54:賎 不諌 貴、幼 不諌長、 禮也。(亡 くなった人よりも地位の低いもの、 年の下の者か ら

諌(る い)を 述べることはしないのが、 礼である。)(曾 子問第 ヒp295-296)

4.言 語随伴要素の禁則

『礼記』では、言語行為そのものだけでなく、言語行為に伴うさまざまな要素

に関しても倫理禁則を設けた。禁則が及んだ言語随伴要素には「態度 、発言順

番、 声量 、 話者間距離」の4種 類が含まれる。

4.1.態 度 の禁 則

『礼 記』の中で 、言語 行 動 を取 る場 合 の態 度 につ いて6例 の禁則 がある。 禁

則55～60は 言 語行 動 にお いて、我 を張 ったり、馴 れ馴 れ しい態度 を取 ったり、
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人 にこびたり、おごったりしないように規 定したものである。 これ らの禁則 の裏 に

は,言 語 行 動 において、 中庸を大切 にし、節 度 を持 って振 舞 うべきだ という礼

のバランスに関す る原 則 が存在 していることが分 かる。

禁則55:直 而勿有。(率 直に物を言うのはよいが、あくまでも我を張ろうとするのはいけない)(曲 礼

上第一一一p12)

禁則56:礼 不喩節,不 侵侮,不 好押。(礼 は、言動において節度を保っことであり、 自己を信ず

るがために他 人を侮ったり,(仲 が良いからといって)人 に押れなれしくしたりしてはならな

い)(曲 礼上第一pl3)

禁則57:子 云… 関門之内、戯而不歎。(孔 子が言った、「家庭 内では戯れても歎くことはしない」)

(坊記第三十p99)

禁則58:為 人臣下者,… 頗 而無詣、諌而無驕。(人 の臣たる者は、… 褒めても、へつらうこと無く、

忠告しても、 君 におごることはしない)(少 儀第十 ヒp529-530)

禁則59:不 窺密、 不妾狸、 不道 旧故 、 不戯色。(目 上に侍るときは、何か秘密を探ろうとするか

のような言動を慎 み、みだりに押れなれしくせず、軽率 に(相 手に関係のある)昔 の事を

言い出さず、 また相手を軽んじ侮るような顔つきをしない)(少 儀 第十七p528-529)

禁則60,幼 子常視母証。(幼 児に対しては、常にものごとを教えるときに、あざむく態度を取らない

ようにする)(曲 礼上第X21)

4.2.発 言 順 番の禁 則

二 人以 上の人 間 が話 をする時 に、だれ が先 に発 言し、話 題の優 先 権 を持 つ

かはその言 語社 会 の人 間 関係 の捉 え方 に直接影 響 される。『礼記 』に現 れた発

言 順 番 に関す る禁則(61)～(65)で は、 年長 者 が年 少者 より、 先 生が生 徒より、

主人 が客 より発 言 の優 先権 を持 ち、後 者 が前者 に先に声をか けたり、問いかけ

たりす ることは失 礼な行為 として規 定され ているが 、これ らの禁 則 には 、 当時 の

人 間 関係 の捉 え方や 身 分 意識 が反 映 されている。

禁則61:長 者不及、 母儀言。(目 上の相手が言い出さない事 については、 こちらからそれを話に

交えてはいけない)(曲 礼上第」p?6)

禁則621長 者間、 不辞譲而封 、 非礼也。(長 老が事を問いかけて来たら、 必ず一旦は辞退して

(返答を)人 に譲るべきであって、 すぐさま返答するのは失礼である)(曲 礼上第一一一p17)
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禁則63:見 父之執,… 不問不敢封。(父 の友人の前では、… 問われなけれ ば、こちらからは言わ

ない)(曲 礼上第 一p18)

禁則641遭 先生干道 … 先生與之言則封、不與之言則趨而退。(道 で年長者に出会ったら、… 相

手が問いかけたら答え、 何も言われなければ、 急いで前をさがる)(曲 礼上第一p21}

禁則65;主 人不問客不先挙。(主 人がまず客び)きげんを伺うまでは、客が先に口を開くことはない)

(曲礼上第一p25)

4.3.声 量の禁 則

声の 高さや大 きさに関す る禁則 は 次の 禁則66と67の2例 である。 『礼 記』の

中で は発 話 の声 に関す る推 奨 的な記 述 、 肯 定的 命 法 は規 定 され ていないが 、

われ われ は禁則66と67が 示 す ような 「高く大きな声 で話 してはならな い」という

否 定 的な命 法を通 して、 当時 社 会 において 「静 か に物 を言 うことは礼 にかなう」

という声 量 に関 する価 値 観 が存在 していたことを確認 することができる。

禁則66=母 激 慰。(高 い声で話すのはいけない)(曲 礼上第一p28)

禁則67:從 長者 而上丘陵… 登城 不指、 城上不呼。(年 長者に付いて岡にあがり… 城に登ったら

あちこち指を指さず 、 また大声で叫んだりしない)(曲 礼上第一一‾p21)

4.4.距 離 の禁 則

禁則68と69は 宇 づ らの意 味 では話 し手 と聞 き手 の物 理 的 距 離 につ いて規 定

しているが、 離れ た人と話 をす る時 にお のず と声を上 げなけれ ばならないことか

ら、 その規 定の裏 には声 量 に関する禁則 も絡 んでくることが分かる。

禁則68:從 於先 生、不越 路而興人書。(年 長 者に付いて歩いているときは、道の向こう側の人と口

をきかない)(曲 礼上第一p21)

禁則69:ff・i言 。(離 れた人に言葉をかけるなかれ)(投 壺第 四十p895)

5.話 題 内容 の禁 則

『礼 記』の 中で話題 内容 に関する禁則 は全 部 で9例 ある。 禁 則70～73は 男
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女 、 内外 、 朝 野 などの発話 コンテクストと話 題 内容 との共 起性 に関する規定 だ

が、禁則74、75は 間違 ったことや 疑 わしいことを知 りながら口にす ることに対す

る禁則 である。 禁 則76、77は 親 が病気 または 亡くなった時 に冗談 や 楽 しい話

題 を 口にせ ず 、 孝 の礼 に反 しないように戒 めたもので 、 禁 則78は 当時 の 中国

大 陸 において天 下の 主とされ ていた天子 の 地方行 幸 につ いて 「出」という表 現

を使 ってはならないということばの タブ ーを示 したものである。

禁則701男 不言内、 女不言外7(男 は内の(家 庭内の)事 に口を出さず 、女は外の(家 や国の

政治ぴ))事 を言 わない)(内 則第十二p424)

禁則71=内 言 不出 、外言不 入。(内 の事は外 に言いふらさず、外の事 は内で言わない)(内 則 第

十二p424)

禁則72:既 葬i與 人立、君言王事、不言国事 、大 夫士言公事 、不言家事。((父 母が)既 に葬っ

てからは、他人と並んで立つようなおりには、もし諸侯であれ ば王事を言うが自国の事は言

わず、 大夫や 士であれ ば公事を言って私家の事は言わない)(喪 大記第二十二p681)

禁則73:朝 言不及犬馬」(朝 廷で談論するには、(私 家の)犬 や馬のことなどに言及しない)(曲

礼下第 二p75)

禁則741過 言不再。(間 違ったことばは二度と口しない)(儒 行第四十一p901‐soz)

禁則75:母 身質言語。(疑 わしい話を耳にしたら、、 自分はそれをまことしやかに人に告 げることな

どしない)(少 儀 第十 七p529-530)

禁則76:父 母有疾… 言 不惰。(父母が病 気になったら,… 人と話をするのに冗談は言わない)(曲

礼上第一p37)

禁則77:居 喪不言樂。(喪 中には快楽のことを語らない)(曲 礼下第二p57)

禁則78:天 子 不言出。(天 子 については 「出る」と言わない)(曲 礼下第二p70)

6.結 論

以 上 考察 した 『礼記 』の言語 禁 則 は 、 文法 的 に正か誤 か 、または真 理値 意

味論 における真 か偽 か に関す るものではなく、さまざまな言語 行為 がそれぞ れの

社 会 的コンテクストにおい て適切 かどうか 、倫 理 的 に問題 があるか どうか に関 す

るもので 、 語 用 論 的 、 社 会 言語 学 的 な性 格 の強 いもの ばか りである。 『礼 記』

の禁則 には、 発 話 参 与者 の人 間 関係 属性 や 場 面 ・状 況 などのコンテクスト条 件

を明 示す るという点で は、 社 会 的属 性 を捨 象 したBrown&Levinson(1978,
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1987)やLeech(1983)の 語 用論 的 ポライトネス原 理 とは対 照 的 である。『礼記 』の

禁 則 は 、一般 語 用論 の原 理 ・原 則 に比 べ てより具体 的 で 、礼儀 正 しい言語 行 動

の指 針 としてより実用 性 の高 いものになっている。

『礼 記』 に示 された禁則 の数 々は 、 一 般 的な処 世 訓 として存 在 したので はな

く、これらの禁則 が機 能 する背 景 には束 となる語 用 論 的基 本 原 理や 原 則 が存在

していたと思われる。 われ われ は以 上考 察した数 多くの 禁則 から帰納 的 に次 の

ような語 用論 的 原理 を抽 出す ることができる。

礼 の 原 理:言 語 生活 において常 に礼 にかなう言語行動し、礼 にそむく言語

行動を避 けよ。

そして、礼にかなう言語行動とは何か。古代 中国において、礼の原理は次の

ような下位原則 によって実現されると考えられる。

陰陽秩序の原則:君 臣、父子、師弟、上 下、男女 、内外 、朝野、 生死な

どの陰陽秩序をわきまえた言語 行動をし、陰陽秩序を乱す

ような言語行動を避けよ。

言行一致の原則:実 行が伴うような言語行動をし、実行 が伴わないような言語

行動を避けよ。

中庸節度の原則:中 庸 を保 ち、節度ある言語行動をし、行過 ぎた言語行動を

避 けよ。

孝行の原則:先 祖の名誉を守り、親を喜 ばせるような言語行動をし,先 祖の

名を汚 し、親を悲しませるような言語行動を避けよ。

『礼記』の言語規範は、対面行動 においていかに相手と自己のメンツ(自 尊

心、 プライド、 心理的欲求)や 利 害損得 に配慮しながら働きかけるかだけでな

く、言語行動においていかに 「君子」(立派な人間)として振舞うべきかというより

広い意味での言語行動上の倫理規範を示したものである。たとえば、孝行の原

則は対人コミュニケーションにおける相手という個人 に対する配慮 というよりも、話

し手が儒教文化の中でよい人間としてどのような言語行動を取るべきかという倫理

的指針を提供したものである。

『礼記』は古代 中国社会の礼の集大成である。今回はその中の言語禁則に焦
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点を絞り、古代 中国社会の言語 生活の一側面 、特に言語運用の規範意識,語

用論的、社会言語学的制約 にっいて考察したが、『礼記』言語規範の全体像

を描くには、今 後更に研 究を深めていく必要がある。

本研究は平成10年 度科学研究補助金による「普遍的言語運用モデルの構築」(代表=

岡本能理子)及 び、神奈川大学言語研究センター平成11年 度の研究助成による 「古

代中国語の敬語に関する社会言語学的研究」の成果の一部である。

注

1.『 礼記』 の引用と日本語訳 は基本的 に竹 内(1979)に 基づ いているが、 文脈 を補 う

ために多少の修 正を施 した。
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